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不開示理由等 所管局部課等

1 R6.10.4 R6.10.16

東京青果株式会社が申請した東京都中央卸売
市場大田市場周回道路西側市場用地について
の市場施設使用許可申請書（直近の申請に関
するもの・印影を除く）
東京青果株式会社に対する東京都中央卸売市
場大田市場周回道路西側市場用地についての
市場施設使用許可書（直近の申請に関するも
の）

3 1
中央卸売市場大田市場
市場管理課

2 R6.10.15 R6.10.23

施工体系図A4～A3施行中に掲示されているも
の。個人名は必要なし。
・6淀橋市場卸売場棟ほか改修工事
・5淀橋市場卸売場棟階段室塗装ほか改修工
事

2 1
中央卸売市場事業部施
設課

決定区分 （根拠規定）条例７条

表の見方
＜決定区分＞
・開示、一部開示、不開示（開示しない）、不存在（文書が存在しない）、存否応答拒否（文書があるかないかを明らかにしない）のうち、該当する項目に「１」を記入しています。
＜（根拠規定）条例7条＞
・一部開示及び不開示について、条例７条各号のいずれを根拠として不開示としたのかについて、該当する項目に「１」を記入しています。

＜公文書の件名＞について
・特定の個人名、法人名、またそれらの特定に結びつく可能性のある情報は○○と表記しています。
・決定区分が不存在の場合や存否応答拒否の場合は、開示請求書の請求件名を記載しています。ただし、個人情報・法人情報保護に配慮し、簡潔に表記する場合があります。


